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第3回働き方・行政改革推進本部資料
当局が示した「働き方改革のアップデート」について職員全体で議論しましょう！
業務の平準化は本当に進んだのか？キャリア形成のため一定の時間外勤務容認の是非は？
働き方・行政改革推進本部から示された「これからの時間外勤務管理」とは
すでにご覧になっている方も多いと思いますが、11月11日付で今年度第3回働き方・行政改革推進本部の議事録と資料がグループウエアに掲載されました（会議が行われたのは10月17日ですので、どうして公開にこれだけの時間を要したのか不明ですが）。
みなさんご存じのとおり、今年度も上半期終了時点で「月80時間超」の職員が発生しており、働き方改革取組方針が掲げる数値目標は９年連続で達成できないことが確定しています。
そうした中、注目すべきは『働き方改革のアップデート～これからの時間外勤務管理～』のテーマで、長時間労働是正の成果と課題について、詳細な資料とともに議論がされたことです。
これまでの働き方改革の取組みを総括し、新たな方針について検討を重ねることは、組合としても大歓迎です。しかしながら示された中身については、大いに疑問を抱く内容も含まれています。そこで、職員全体で議論を行うためにも、いくつかの問題点について提起したいと思います。
「業務の平準化が一定程度進んだ」は本当か？

資料に『時間外勤務の限度時間・上限時間等の超勤状況』が掲載されています【図１】。
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ここではR元～R6の推移が示されており、月45時間（限度時間）超の職員数が増加している一方、月100時間超（過労死レベル）や月80時間超（県独自基準）の職員が減少しているとしています。
このことについて資料は、これまでの取組みの成果として「（業務の）平準化が一定程度進んだと考えられる」とまとめていますが、果たして本当にそうなのでしょうか。
各所属において、朝夕ミーティングや管理監督者によるログチェックはかなり徹底されてきていますし、超過勤務に対する職員の意識改革も確実に進んでいます。その一方、上限時間や限度時間等を超えた場合、その原因が厳しく確認されるため、時間を超過しないよう、未然に業務をコントロールすることも常態化しています。
そうした取組が進んでいるにもかかわらず、限度時間超の職員数が増加しているのは、一部の多忙を極めた所属（もしくは職員）の業務が平準化された結果ではなく、県全体での業務の多忙化が進行している、と捉える方が自然なのではないでしょうか？
「極端な定時退庁等の励行」が「キャリア形成」を阻害しているのか？

また資料では『労働時間管理に人材育成の視点を取り入れる』と題し「極端な定時退庁等の励行により、時間外抑制メッセージが先行し、「キャリア形成」の実感に影響している可能性」があることから、「仕事をやりきるための一定の時間外勤務は容認する」としています。

そもそも、労働基準法第32条第1項第2号では、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて労働させてはならない。」と定めていることを念頭に置く必要があります。
資料はあたかも「極端な定時退庁等の励行」が「キャリア形成」を阻害しているかのような記載となっていますが、法令を遵守していては、キャリア形成ができないということなのでしょうか。

「若手に仕事を任せる」ことは、決して新たな視点ではありません。かつての県職場では人材育成を行う上で当然のこととして行われてきました。ここで問題なのは、かつて行われてきたことが「なぜできなくなったのか」をしっかり検証することです。
そうした議論を抜きに、ただスローガンを発信するだけでは、単なる「仕事の丸投げ」につながるだけですし、今後の課題として挙げている、職位に偏在する長時間労働の是正、とりわけグループリーダーの負担軽減についても「仕事の丸投げ」でしか解消できないことになるのではないでしょうか。
「時間内に仕事をやり切る」ことができる、生産性の高い手法の検討こそ重要！
労働基準法における時間外労働の原則的な限度時間は、月45時間・年360時間とされており、条例でも同様に定めています。その中で、「一定時間の時間外勤務は容認」するということは、法の趣旨を無視するということでもあります。

なぜ「仕事をやり切る」ことと「時間外勤務」がセットで提示されるのか、全く理解に苦しみます。労働時間が長くなれば「仕事がやり切れ」「キャリア形成」ができるという発想でしょうか？
この発想こそが、24時間働き続ける「企業戦士」や「モーレツ社員」という言葉を生んだ、かつての日本の働き方であり、そうした風潮を見直すことこそが、これまで私たちが求めてきた『働き方改革』だったのではないでしょうか。
むしろ「時間内に仕事をやり切る」ことができる、生産性の高い手法を検討することこそ重要であり、時間外労働をしなければキャリア形成ができないという働かせ方こそ、見直すべき課題ではないでしょうか。 
特例業務の厳格化に向け、労使が検証できる仕組みが必要です！
働き方改革を推進していくうえで、もう一点、見逃すことができない課題は「特例業務の厳格化」です。

「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、限度時間または上限時間が適用されない特例として、時間外勤務を命ずることができる」とされていますが、その適用は管理監督者が恣意的に行ってきたため、長時間労働の是正を妨げる原因の一つとなってきました。
資料では、特定の所属において「特例」の適用が常態化しているとした上で「具体的な所属ごとに長時間労働の原因分析と解決に向けた改善策の実施まで、局とともに取組む」としており、こうした課題意識が共有されたことは前進と言えます
そもそも『職員の勤務時間、休暇等に関する規則』第５条の５の４第４項では、特例業務を適用するにあたって、「当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行う必要がある。」とされています。また、今年度の国の勧告において、人事院は特例業務の範囲に関する判断を厳格にするよう、指導を強化するとしています。

本県においても、事案が特例業務であるか否かについて、労使がしっかりと検証できる仕組みが不可欠であり、特例の適用が可視化されてこそ、真の長時間労働是正につながると考えます。

「神奈川県は日本で人口当たり職員比が最も少ない」事実が示す意味とは
最後に、今回の資料には「人口当たり職員数の都道府県比較」という、大変興味深いデータが添付されています。【図２】
この図によると、神奈川県は日本で人口当たり職員比が最も少ないとしています。

あえてこうしたデータを示した真意は不明ですが、現時点で全国一職員数が少なく、今後も大幅な職員増が見込めない以上、より一層の業務見直しが必要ということを言いたいのかなと思われます。
（人手不足解消のため、労働時間規制の緩和に前向きな国や経団連の動きに呼応するために、あえて掲載したと考えるのは、うがちすぎでしょうか）

しかしながら、本県が全国で最も職員数が少ないという事実、すなわち圧倒的な「人員不足」こそが、業務多忙化の進行や、かつてはできていた人材育成ができなくなった「根本的な原因」であると考えるべきなのではないでしょうか。

【図１】
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【図２】








